
令
和
２
年
11
月
に
開
催
さ
れ
た
町
議

会
臨
時
会
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
決

算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

町
民
の
皆
様
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い

て
い
る
町
税
や
、
国
や
道
か
ら
交
付
さ

れ
た
お
金
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

る
の
か
、
各
会
計
の
決
算
の
状
況
を
ご

報
告
い
た
し
ま
す
。

町
は
令
和
元
年
度
の
事
業
を
行
う
に

あ
た
り
、
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
産
業
振
興

と
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
、
福
祉
・
医
療
の

拡
充
と
未
来
へ
つ
な
げ
る
教
育
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
と
安
全
安
心
な
環
境

整
備
、
交
流
人
口
か
ら
関
係
人
口
へ
の

発
展
と
観
光
振
興
を
重
点
事
項
と
し
た

施
政
方
針
を
基
に
各
種
事
務
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。

健
全
財
政
の
維
持
に
努
め
、
一
般
会

計
、
特
別
会
計
と
も
に
黒
字
決
算
と
な

り
、
歳
入
歳
出
差
引
残
高
は
１
億
８
，

３
０
９
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
う
ち
一
般
会
計
で
は
６
，

０
０
０
万
円
、
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
で
は
５
０
０
万
円
を
基
金
に
積
み
立

て
し
、
決
算
審
査
に
お
い
て
適
正
に
執

行
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
は
、
今
後
も
健
全
財
政
の
堅
持
を

基
本
に
、
町
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
産
業
の

振
興
、
教
育
・
文
化
・
福
祉
な
ど
の
調
和

の
と
れ
た
行
政
推
進
に
努
め
ま
す
。

●
地
方
交
付
税 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
か
ら
町
へ
交
付
さ
れ
る
税
の
こ

と
。行

政
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
の

た
め
に
、
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
、
消

費
税
お
よ
び
た
ば
こ
税
の
中
か
ら
一
定

の
割
合
で
交
付
さ
れ
ま
す
。

割
合
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
に

よ
り
変
わ
り
ま
す
。

●
国
庫
支
出
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
か
ら
町
へ
交
付
さ
れ
る
給
付
金
の

こ
と
。

特
定
の
事
務
事
業
に
対
し
て
、
負
担

金
、
補
助
金
、
委
託
金
な
ど
の
名
称
に
分

け
ら
れ
交
付
さ
れ
ま
す
。

●
道
支
出
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
庫
支
出
金
と
同
様
に
、
道
か
ら
町

へ
交
付
さ
れ
る
給
付
金
の
こ
と
。

●
町
債
（
地
方
債
） 

 
 

 
 

 
 

 

町
が
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
借
金

す
る
こ
と
。

返
済
は
数
年
に
わ
た
り
ま
す
。

●
地
方
譲
与
税 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
か
ら
町
へ
譲
与
さ
れ
る
税
の
こ

と
。行

政
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
の

た
め
に
、
国
税
と
し
て
徴
収
し
た
地
方

揮
発
油
税
な
ど
の
一
部
が
譲
与
税
と
し

て
国
か
ら
地
方
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

●
基
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

町
が
財
産
や
資
金
の
積
み
立
て
を
す
る

こ
と
。

●
繰
入
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

町
の
各
会
計
（
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、

基
金
な
ど
）
の
中
で
お
金
の
移
動
を
す
る

こ
と
。

●
繰
越
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
年
の
会
計
年
度
か
ら
翌
年
の
会
計

年
度
へ
持
ち
越
し
た
金
額
の
こ
と
。

●
自
主
財
源 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

町
が
自
主
的
に
収
入
で
き
る
財
源
の
こ

と
。地

方
税
、
分
担
金
お
よ
び
負
担
金
、
使

用
料
、
手
数
料
、
財
産
収
入
、
寄
附
金
、

繰
入
金
、
繰
越
金
、
諸
収
入
の
こ
と
。

●
依
存
財
源 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
や
道
が
定
め
た
額
を
交
付
さ
れ
た

り
、
割
り
当
て
ら
れ
た
り
す
る
収
入
の
こ

と
。地

方
債
も
含
ま
れ
ま
す
。

●
歳
入 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
年
間
の
収
入
の
こ
と
。

●
歳
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
年
間
の
支
出
の
こ
と
。

決 算 報 告令 和 元 年 度
剣淵町各会計

用 語 解 説
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基金の状況（H２７～R元）

財政調整基金

減債基金

その他基金など

◆町税収入の状況

税 目 平成 30 年度決算額 令和元年度決算額 増減額 令和元年度収納率

町 民 税 1 億 3,916 万円 1 億 2,187 万円 ▲1,729 万円 98.6％

固定資産税 1 億 1,404 万円 1 億 1,521 万円 117 万円 99.0％

軽自動車税 1,283 万円 1,280 万円 ▲3 万円 98.5％

町たばこ税 1,673 万円 1,648 万円 ▲25 万円 100.0％

入 湯 税 ― 116 万円 116 万円 100.0％

合 計 2 億 8,276 万円 2 億 6,752 万円 ▲1,524 万円 98.9％

地方消費税交付金 5,672 万円

自動車取得税交付金  1,045 万円

環境性能割交付金 302 万円

地方特例交付金  1,039 万円

交通安全対策特別交付金  74 万円

利子割交付金  23 万円

配当割交付金  75 万円

株式など譲渡所得割交付金  49 万円

使用料および手数料 8,532 万円

分担金および負担金 2,006 万円

財産収入 2,936 万円

寄附金 1,360 万円

財産に関する調書お

よび基金運用状況調

書より

        

その他は、特別会計、

北海道市町村備荒資

金組合納付金を含む。

ふるさと応援寄附金
670 件：13,002,000 円
一般寄附金・指定寄附金

７件：    600,000 円
※いただいた寄附につきま

しては、剣淵町のために
有意義に使わせていただ
きます。誠にありがとう
ございました。

歳入
39 億 2,788 万円

(千万円)
22 億

6,560 万円
24 億

6,798 万円
24 億

500 万円

23 億

9,658 万円

地方交付税
20 億 6,231 万円

（52.5％）

自主財源
7 億 9,875 万円

（20.4％）

町債 3 億 2,587 万円（8.3％）

道支出金
3 億 4,917 万円

（8.9％）

国庫支出金 2 億 1,341 万円（5.4％）

地方譲与税 9,557 万円（2.4％）
その他 8,279 万円（2.1％）

町税
2 億 6,752 万円

（33.5％）

繰入金
2 億 4,485 万円

（30.6％）

その他
1 億 4,834 万円

（18.6％）

諸収入 6,595 万円（8.3％）

繰越金 7,209 万円（9.0％）

23 億

4,265 万円
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特別会計における地方債残高
一般会計における地方債残高

◆令和元年度 特別会計決算状況

特別会計決算状況 歳入総額 歳出総額
歳入歳出

差引残高

左のうち

基金繰入金

翌年度へ繰り

越すべき財源

国民健康保険事業特別会計 5 億 7,185 万円 5 億 6,501 万円 684 万円 ― 0 円

国民健康保険剣淵町立

診療所特別会計
9,266 万円 8,449 万円 817 万円 ― 0 円

後期高齢者医療特別会計 5,642 万円 5,422 万円 220 万円 ― 0 円

介護保険事業特別会計 4 億 7,793 万円 4 億 6,227 万円 1,566 万円 500 万円 0 円

◆令和元年度 企業会計決算状況

企業会計決算状況 歳入総額 歳出総額
歳入歳出

差引残高

左のうち

基金繰入金

翌年度へ繰り

越すべき財源

簡易水道事業特別会計 2 億 3,496 万円 2 億 3,407 万円 89 万円 ― 0 円

下水道事業特別会計 1 億 7,495 万円 1 億 7,291 万円 204 万円 ― 0 円

◆令和元年度 一般会計実質収支の状況

歳入決算額（Ａ） 39 億 2,788 万円

歳出決算額（Ｂ） 37 億 8,059 万円

歳入歳出差引額（Ｃ）

＝（Ａ）―（Ｂ）
1 億 4,729 万円

翌年度繰越財源（Ｄ） 3,493 万円

実質収支額（Ｃ）－（Ｄ） 1 億 1,236 万円

※実質収支額のうち 6,000 万円を地方自治法第

233 条の 2 の規定により、基金に積み立てまし

た。

消防費

1 億 2,089 万円

議会費

4,121 万円

災害復旧費

986 万円

45億

4,867万円

(億円)

歳出

37 億 8,059 万円

46億

5,192万円

43億

8,056万円

45億

2,375万円

給与費
6 億 748 万円
（16.1％）

民生費
5 億 7,476 万円

（15.2％）

総務費
3 億 9,821 万円

（10.5％）

教育費
3 億 7,167 万円

（9.8％）

農林水産業費
3 億 9,087 万円

（10.3％）

公債費
3 億 3,272 万円

（8.8％）

衛生費
3 億 4,583 万円

（9.2％）

土木費
3 億 8,410 万円

（10.2％）

商工費 2 億 299 万円（5.4％）

その他 1 億 7,196 万円（4.5％）

44億

757万円


